
（参考）
連続式蒸留機の設備を有する製造場数

製 造 場 数 基 数
場 基

８ ９

酒母及びもろみの製造場数

区 分
製 造 場 数

うち休場数
場 場

酒 母
も ろ み

３１
３５

９
８

�２ みなし製造場数

酒類の種類

びん詰のためのもの
販売の
便宜の
ための
も の

輸出の
ための
も の

その他のもの

計

う ち

実蔵置

場 数

自 己 の
製造した
酒 類 の
び ん 詰

共同の
び ん
詰 場

設 置
許 可
を受け
たもの

設 置
許可を
受けな
いもの

場 場 場 場 場 場 場 場
清 酒
合 成 清 酒

甲類しょう
ちゅう

�
�
�乙類

み り ん
ビ ー ル
果 実 酒 類
ウイスキー類
スピリッツ類
リキュール類
雑 酒
合 計
うち実蔵置場数

４
－
１
２
－
－
１
１
－
４
－
１３
７

４
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
４
４

５
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
５
５

７
２
３
３
３
７
１０
９
７
５
７
６３
９

２１
１
１
５
－
２
６
４
４
７
５
５６
２７

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

４１
３
５
１０
３
９
１７
１４
１１
１６
１２
１４１
５２

３６
－
１
１
－
６
３
－
２
２
１
５２

調査対象等：酒税法第２８条第６項の規定により製造場とみなされた蔵置場を示した。
調 査 時 点：平成１５年３月３１日

８－５ 免 許 場 数

�１ 製造免許場数

酒 類 の 種 類 前年度末
免許場数

新 規
免許場数

免 許
取消場数

免 許
消滅場数

本 年 度
６�未満 ６�以上１０�以上６０�以上１００�以上

場 場 場 場 場 場 場 場 場
清 酒
合 成 清 酒

甲 類しょうちゅう
�
�
�乙 類

み り ん
ビ ー ル

果 実 酒果 実 酒 類
�
�
�甘 味 果 実 酒
ウ イ ス キ ーウイスキー類

�
�
�ブ ラ ン デ ー
ス ピ リ ッ ツスピリッツ類

�
�
�原料用アルコールリ キ ュ ー ル 類
発 泡 酒

雑 酒
�
��
��
粉 末 酒
そ の 他 の 雑 酒

３９４
１２
２４
８８
４
５４
７０
２７
１４
２０
２７
１５
７５
３８
－
２６

４
１
１
４
－
－
６
２
１
－
３
－
８
２
－
３

１１
１
１
１
－
１
２
１
１
－
２
－
３
１
－
１

－
－
－
１
－
１
－
－
－
－
－
－
－
１
－
－

内４６ ５２
内３ ３
内３ ３
内２７ ４２
内１ ２
内２ ２
内１０ ３１
内３ １５
内６ ７
内９ １３
内１４ １５
内５ ７
内３０ ４２
内１０ １７

－
内１０ １７

内１０ １３
－
１

内６ １０
－

内１ １
４
２
－
－
－
－
２
６
－
－

内６４ ８４
内１ ２
内５ ７

１８
－

内１３ ２１
１１
１
２
－
２
－
１０
６
－
－

６７
－
２
１
－
１３
５
－
－
－
２
１
－
－
－
１

７３
３
１
１
－
３
５
－
１
１
－
－
３
－
－
１

合 計 ８８８ ３５ ２６ ３内１７９ ２６８内１７ ３９内８３１６４ ９２ ９２
じ
た
も
の

各
酒
類
を
通

平 成１０年 度
１１
１２
１３
１４

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

４９
４７
５６
７５
８９

１５
１９
２０
１５
２０

１３１
１２８
１２３
１３５
１１５

６９
８１
７９
７６
８３

９９
９６
９５
８１
７８

調査対象等：平成１５年３月３１日現在において、酒税法第７条の規定に基づく酒類の製造免許を有する製造場について、平成１４年度内における
製造数量別に示した。

（注）１ 場数は、製造免許を付与している酒類の種類又は品目の異なるごとにそれぞれを１場として掲げた。ただし、「本年度末製造場
数」欄については１製造場で２以上の酒類の製造免許を受けている場合には、年度内における製造数量の最も多い酒類の欄にのみ
１場として掲げた。

２ 「各酒類を通じたもの」行には、１製造場ごとに、当該製造場における合計数量に基づいて区分し１場として掲げた。
３ 「本年度末免許場数」欄の内書は、３年以上引き続き酒類を製造しなかったか又は３年以上引き続き酒類の製造数量が一定数量
に達しなかった製造場等を掲げた。

４ 「本年度末製造者数」欄には、本店（本店につき製造免許の有無を問わない）の所在地において種類ごとに一人として計上した。
５ 「本年度末製造者数」欄の内書は、試験又は祭し用のための製造場等一般的に酒類販売を目的としない製造場を有する非営業製
造者である。

８ 酒 税

１３０



末 免 許 場 数 （A）のうち
試験のため
の免許場数

本年度末
製造場数

本年度末
製造者数２００�以上 ５００�以上 １，０００�以上 ２，０００�以上 ５，０００�以上 １０，０００�以上 休 造 合 計（Ａ）

場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 者
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１
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１
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２４
１
２
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－
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１
－
－
－

６
１
１
－
１
－
－
－
－
１
－
１
－
－
－
－

５
－
１
－
－
－
１
－
－
－
２
－
２
－
－
－

３
－
－
－
－
１
－
－
－
－
－
１
－
－
－
－

－
－
３
－
－
５
１
－
２
－
－
－
３
５
－
－

内１３ １８
１
－

内１０ １８
－
３

内３ １２
内６ １０
内２ ２
内４ ５
内６ ７
内５ ５
内９ １５
内１ ３

－
内２ ９

内１３３ ３８７
内４ １２
内８ ２４
内４３ ９０
内１ ４
内１６ ５２
内１３ ７４
内９ ２８
内８ １４
内１３ ２０
内２０ ２８
内１０ １５
内３９ ８０
内１１ ３８

－
内１２ ２８

１０
－
１
３
－
４
１７
４
２
４
２
－
９
３
－
９

３７８
－
６
１
１
４５
３９
２
２
－
２
１
１６
１４
－
１２

内８ ３７９
８
１６

内２ ８０
２

内２ ３５
内１５ ５６
内３ ２０
内１ ４
内３ １１

１５
１０

内６ ５９
内１ ２３

－
内７ ２２

５３ ３２ １１ １１ ５ １９内６１ １０８内３４０ ８９４ ６８ ５１９内４８ ７４０
６８
６１
５５
５０
４７

３０
２９
２９
３０
２９

１６
１５
１２
９
８

１３
１０
８
９
１０

５
６
３
３
４

１１
１３
１２
１１
１０

３７
３１
４０
３１
２６

５４３
５３６
５３２
５２５
５１９

２１
２２
２０
２４
２７

…
…
…
…
…

内１７ ４９５
内１９ ４８２
内２０ ４５０
内１８ ４２９
内２１ ４７３

�３ 販売業免許場数

区 分
前年度末

販売場数

本 年 度 末 販 売 場 数 （Ａ）
（Ａ）のうち１年以
上引続き休止し
ている販売場数

本 年 度 末

販売業者数

卸売に限る
旨の条件が
付されてい
る も の

販売方法に条件が付されていないもの
計卸売割合が５０％以上又

は卸売数 量 が２７０�
（ビール卸売業にあっ
ては１２０�）以上のもの

その他 小 計

場 場 場 場 場 場 場 場
卸
売
に
限
る
旨
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の

販
売
方
法
に
条
件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
及
び

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

全 酒 類
ビ ー ル
洋 酒
輸 出 入 酒 類

７４１ １０４ ２６６ ３７１ ６３７ ７４１ 内５８ ７０ ５２５
３０ １１ ８ １０ １８ ２９ 内３ ３ ２１
５４ ２５ １２ ３９ ５１ ７６ 内５ ５ ４２
７４ ４０ １６ １８ ３４ ７４ 内５ ７ ４３

自
製
酒
類

清 酒 ・ み り ん
合成清酒・しょうちゅう

�
�
�
�
�

ビ ー ル
洋 酒

計

１９ １１ ７ ２ ９ ２０ － １１
７ ３ １ － １ ４ － ２
２１ ７ １３ １ １４ ２１ － ７
２０ ８ ６ １ ７ １５ ２ ５
６７ ２９ ２７ ４ ３１ ６０ ２ ２５

そ の 他 の 酒 類
合 計

２１ ４ ３ ２２ ２５ ２９ － ２０
９８７ ２１３ ３３２ ４６４ ７９６ １，００９ 内７１ ８７ ６７６

う

ち

合
計
の

小売業者の共同購入機関�
��
��
卸売業者の共同購入機関
製造者の共同販売機関

１６ １１ １ － １ １２ 内２ ２ １２
３ ２ １ － １ ３ － ３
１ － － － － － － －

の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の

販
売
方
法
に
小
売
に
限
る
旨

�
�
�
�
�
�
�
�
�

全
酒
類

一 般 の も の�
�
�
�
�

特 殊 の も の
期 限 付

計

２２，８６８ － － － － ２３，５２２ 内６１０ ８５０ １９，４９８
６０３ － － － － ５７３ 内５ １６ １７８
３ － － － － １ － １

２３，４７４ － － － － ２４，０９６ 内６１５ ８６６ １９，６７７

の
酒
類

そ
の
他

一 般 の も の
特 殊 の も の

�
�
�
�
�

期 限 付
み り ん だ け の も の
薬 用 酒 だ け の も の

２１９ － － － － １９１ 内２４ ２７ １５０
１，１６８ － － － － １，２２３ 内２３ ４０ ８７２
１２３ － － － － ７５ － ４５
６１７ － － － － ４９７ 内７ １４ ２０９
１，６９６ － － － － １，７１６ 内５１ １５９ １，６９２

計 ３，８２３ － － － － ３，７０２ 内１０５ ２４０ ２，９６８
合 計 ２７，２９７ － － － － ２７，７９８ 内７２０ １，１０６ ２２，６４５

媒 介 業
代 理 業

１３ － － － － １３ １ ８
－ － － － － － － －

調査時点：平成１５年３月３１日
用語の説明：１ 媒介業とは、他人間の酒類の販売取引を継続的に媒介することをいう。

２ 代理業とは、製造者又は販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することをいう。なお、１、２とも営利を目的と
するかどうかは問わない。

（注） １ 「販売業者数」欄には、支店、出張所等の販売場を有するものについては、本店の所在地についてだけ一人として掲げた。また、
免許条件が２以上の種類（全酒類を除く。）にまたがっている場合には年度内における販売数量の多いものの欄にのみ一人として
掲げた。
２ 「（Ａ）のうち１年以上引続き休止している販売場数」欄の内書は、引続き２年以上休止している販売場数を掲げた。
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